
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

行政職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 589 8.5% 職員 589

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 1,865 26.8% 職員 1,865

３級 主任の職務 2,093 30.1% 主任 2,093 2,093 30.1%
主
任

係長・担当係長 1,153

所長・園長 15

指導主事・事務長 89

車庫長・作業管理長・守衛長 9

計 1,266

５級 課長補佐の職務 389 5.6% 課長補佐 389 389 5.6% 課長補佐

課長・担当課長 543

室長 12

所長・館長・園長 25

副所長 5

計 585

副区長 7

部長・担当部長 86

室長・所長・場長・市場長 54

副所長 1

事務局長 1

計 149

局長・本部長・担当理事 15

区長 7

会計管理者 1

事務局長 3

危機管理監 1

教育次長 1

計 28

合計 6,964 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

2,454

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

35.2%
職
員

４級

１　係長又は担当係長の職務
２　係に相当する事業所の長の職務
３　指導主事の職務
４　事務長の職務
５　守衛長の職務
６　車庫長の職務
７　作業管理長の職務

1,266 18.2% 1,266 18.2%
係
長
級

課
長
級

７級

１　副区長の職務
２　部長又は担当部長の職務
３　部に相当する室の長の職務
４　部に相当する事業所の長の職務
５　副所長の職務（地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）及び川崎港管理
センターに限る。）
６　事務局の長の職務（看護大学、看護短期
大学及び市民オンブズマン事務局に限る。）

149 2.1% 149 2.1%
部
長
級

６級

１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する室の長の職務
３　課に相当する事業所の長の職務
４　副所長の職務（地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）及び川崎港管理
センターを除く。）
５　主任指導主事の職務
６　副館長の職務

585 8.4% 585 8.4%

局
長
級

８級

１　局長、本部長又は担当理事の職務
２　区長の職務
３　会計管理者の職務
４　委員会等の事務局の長の職務
５　危機管理監の職務
６　技監の職務
７　税務監の職務
８　教育次長の職務

28 0.4% 28 0.4%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

行政職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
技能的職務に従事する職（以下「技能職」とい
う。）又は単純労務に従事する職（以下「業務
職」という。）の職務

26 2.0% 職員 26

２級
相当の技能、経験を必要とする技能職又は
業務職の職務

87 6.6% 職員 87

３級
高度の技能、経験を必要とする技能職又は
業務職の職務

1,061 80.9% 職員 1,061

４級 職長の職務 137 10.5% 職長 137 137 10.5%
職
長

合計 1,311 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

89.5%
職
員

1,174

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

医療職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 医師又は歯科医師の職務 0 0.0% 職員 0 0 0.0%
職
員

２級 係長又は担当係長の職務 1 5.0% 担当係長 1 1 5.0%
係
長
級

３級

１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する事業所等の長の職務
３　副所長の職務（総合リハビリテーション推
進センター及び地域みまもり支援センター（福
祉事務所・保健所支所）を除く。）

5 25.0% 担当課長 5 5 25.0%
課
長
級

担当部長 2

副所長 1

医監 2

担当課長 1 課長級

計 6

担当部長 2

医監 5

計 8

合計 20 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

6

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

局
長
級

部
長
級

30.0%

部
長
級

５級

１　局長、本部長又は担当理事の職務
２　困難な業務を行う本庁若しくは事業所の
部長若しくは担当部長又は部に相当する事
業所の長の職務
３　医務監の職務

8 40.0%

担当理事 1

8 40.0%

４級

１　部長又は担当部長の職務
２　部に相当する事業所の長の職務
３　困難な業務を行う本庁若しくは事業所の
課長若しくは担当課長又は課に相当する事
業所の長の職務
４　医監の職務
５　副所長の職務（地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）に限る。）

6 30.0%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

医療職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 医療技術職員の職務 22 3.5% 職員 22

２級
高度の技術又は経験を有する医療技術職員
の職務

228 36.3% 職員 228

３級 主任の職務 212 33.8% 主任 212 212 33.8%
主
任

４級
１　係長又は担当係長の職務
２　係に相当する事業所の長の職務

91 14.5% 係長・担当係長・園長 91 91 14.5% 係長級

５級 課長補佐の職務 32 5.1% 課長補佐 32 32 5.1% 課長補佐

課長・担当課長 33

所長 3

副所長 1

計 37

部長・担当部長 5

室長 0

副所長 1

計 6

合計 628 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

250 39.8%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

課
長
級

７級

１　部長又は担当部長の職務
２　部に相当する事業所の長の職務
３　副所長の職務（地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）に限る。）

6 1.0% 6 1.0%
部
長
級

６級

１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する事業所の長の職務
３　副所長の職務（地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）を除く。）

37 5.9% 37 5.9%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

大学教育職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
１　助教の職務
２　助手の職務

5 13.5% 助教 5 5 13.5%
助
教

２級 講師の職務 12 32.4% 講師 12 12 32.4%
講
師

３級 准教授の職務 6 16.2% 准教授 6 6 16.2%
准
教
授

４級 学長又は教授の職務 14 37.8%

学長・副
学長・学
科長・教

授

14 14 37.8%
教
授

合計 37 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

高等学校教育職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の
職務

8 2.0% 実習助手 8

教諭 300

養護教諭 12

実習教諭・教諭
（実習担当）

16

計 328

３級 総括教諭又は主幹教諭の職務 38 9.7% 総括教諭 38 38 9.7%

主
幹
教
諭

４級 副校長又は教頭の職務 13 3.3% 副校長・教頭 13 13 3.3%
教
頭

５級 校長の職務 5 1.3% 校長 5 5 1.3%
校
長

合計 392 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

内訳 職制上の段階

336 85.7%
教
諭

328 83.7%

職務の級 基準となる職務
合計

２級
1　教諭又は養護教諭の職務
２　高度の知識、経験、技能を有し、実習指導
にあたる実習助手の職務



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

義務教育諸学校教育職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の
職務

0 0.0% 講師 0

教諭 4,768

栄養教諭 23

養護教諭 182

計 4,973

総括教諭 681

総括教諭（養護） 34

総括教諭（栄養） 3

計 718

４級 副校長又は教頭の職務 175 2.9% 副校長・教頭 175 175 2.9%
教
頭

５級 校長の職務 169 2.8% 校長 169 169 2.8%
校
長

合計 6,035 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

4,973 82.4%

職務の級 基準となる職務
合計

２級
1　教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
２　高度の知識、経験又は技能を有し、実習
指導にあたる実習助手の職務

内訳 職制上の段階

4,973 82.4%
教
諭

718 11.9%

主
幹
教
諭

３級 総括教諭又は主幹教諭の職務 718 11.9%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

消防職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 消防士の職務 388 26.5% 職員 388

２級
１　消防士長の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする
　消防士の職務

354 24.2% 職員 354

主任 440

職員　※１ 16

計 456

４級 係長、担当係長又は出張所長の職務 127 8.7% 係長・担当係長・出張所長 127 127 8.7% 係長級

５級 課長補佐の職務 69 4.7% 課長補佐 69 69 4.7% 課長補佐

課長・担当課長・副署長 54

隊長 1

計 55

７級 部長、担当部長又は署長の職務 14 1.0% 部長・担当部長・署長 14 14 1.0% 部長級

８級 局長又は担当理事の職務 1 0.1% 局長 1 1 0.1%
局
長
級

合計 1,464 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

※１　平成２０年４月１日以前、職務の級が「３級」で、基準となる職務が「特に高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務」に該当
　　していた職員

６級
課長、担当課長又は副署長の職務
隊長の職務

55 3.8% 55 3.8%
課
長
級

３級 主任の職務 456 31.1% 456 31.1%

742 50.7%
職
員

職
員
・

主
任

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

特定任期付職員給料表
内訳

（人） （％） （人） （人） （％） 段階

1
高度の専門的な知識経験を有する者がその
知識経験を活用して従事する職務

0 0.0% 0 0 0.0% -

2
高度の専門的な知識経験を有する者がその
知識経験を活用して従事する困難な職務

0 0.0% 0 0 0.0% -

3
高度の専門的な知識経験を有する者がその
知識経験を活用して従事する特に困難な職務

0 0.0% 0 0 0.0% -

4
特に高度の専門的な知識経験を有する者が
その知織経験を活用して従事する特に困難な
職務

1 33.3% 1 1 33.3% -

5
特に高度の専門的な知織経験を有する者が
その知識経験を活用して従事する特に困難で
重要な職務

1 33.3% 1 1 33.3% -

6
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた
識見を有する者がその知識経験等を活用して
従事する特に困難で重要な職務

1 33.3% 1 1 33.3% -

7
極めて高度の専門的な知織経験又は優れた
識見を有する者がその知識経験等を活用して
従事する特に困難で特に重要な職務

0 0.0% 0 0 0.0% -

合計 3 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

号給 基準となる職務
合計 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

第１号任期付研究員給料表
内訳

（人） （％） （人） （人） （％） 段階

1

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等
により当該研究分野において特に優れた研究
者と認められている者がその知識経験等に基
づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

1 50.0% 1 1 50.0% -

2

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等
により当該研究分野において特に優れた研究
者と認められている者がその知識経験等に基
づき特に困難な研究を独立して行う研究員の
職務

1 50.0% 1 1 50.0% -

3

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業
績等により当該研究分野において特に優れた
研究者と認められている者がその知識経験等
に基づき特に困難な研究を独立して行う研究
員の職務又はその知識経験等に基づき研究
について相当の範囲にわたり調整、指導等を
行う職務

0 0.0% 0 0 0.0% -

4

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業
績等により当該研究分野において特に優れた
研究者と認められている者がその知識経験等
に基づき特に困難な研究で重要なものを独立
して行う研究員の職務又はその知識経験等
に基づき重要な研究について相当の範囲に
わたり調整、指導等を行う職務

0 0.0% 0 0 0.0% -

5

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究
業績等により当該研究分野において特に優
れた研究者と認められている者がその知識経
験等に基づき特に困難な研究で重要なものを
独立して行う研究員の職務又はその知識経
験等に基づき重要な研究について広範囲に
わたり統括、調整等を行う職務

0 0.0% 0 0 0.0% -

6

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究
業績等により当該研究分野において極めて優
れた研究者と認められている者がその知識経
験等に基づき特に困難な研究で特に重要なも
のを独立して行う研究員の職務又はその知識
経験等に基づき特に重要な研究について広
範囲にわたり統括、調整等を行う職務

0 0.0% 0 0 0.0% -

合計 2 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

号給 基準となる職務
合計 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

第２号任期付研究員給料表
内訳

（人） （％） （人） （人） （％） 段階

1
博士課程終了直後の者の有する程度の専門
的な知識経験を有する者が当該知識経験に
基づき研究を独立して行う研究員の職務

0 0 0 0.0% -

2

博士課程終了後、特別研究員制度（特別の法
律により設立された法人等によって運営され、
主として博士課程を修了した優れた研究者に
国立試験研究機関等において研究する機会
を提供することを内容とする制度をいう。）等
により数年にわたり研究に従事したことのある
者の有する程度の専門的な知識経験を有す
る者が当該知識経験に基づき研究を独立して
行う研究員の職務

0 0 0 0.0% -

3

博士課程終了後、相当の期間にわたり研究
に従事したことのある者の有する程度の専門
的な知識経験を有する者が当該知識経験に
基づき困難な研究を独立して行う研究員の職
務

0 0 0 0.0% -

合計 0

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

号給 基準となる職務
合計 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

上下水道企業職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 65 7.1% 職員 65

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 253 27.8% 職員 253

３級 主任の職務 312 34.2% 主任 312 312 34.2%
主
任

係長・担当係長 137

作業長 9

計 146

５級 課長補佐の職務 64 7.0% 課長補佐 64 64 7.0% 課長補佐

課長・担当課長 45

所長 12

場長 1

計 58

部長・担当部長 6

所長・場長 5

室長 1

計 12

８級 担当理事の職務 1 0.1% 担当理事 1 1 0.1% 局長級

合計 911 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

部
長
級

７級
１　部長又は担当部長の職務
２　部に相当するセンター、場及び所の長の
職務

12 1.3% 12 1.3%

係
長
級

６級
１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する所、センター及び場の長の
職務

58 6.4% 58 6.4%
課
長
級

４級
１　係長又は担当係長の職務
２　作業長の職務

146 16.0% 146 16.0%

318 34.9%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

上下水道企業職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
技能的職務に従事する職（以下「技能職」とい
う。）又は単純労務に従事する職（以下「業務
職」という。）の職務

3 2.0% 職員 3

２級
相当の技能、経験を必要とする技能職又は
業務職の職務

7 4.6% 職員 7

３級
高度の技能、経験を必要とする技能職又は
業務職の職務

117 77.5% 職員 117

４級 職長の職務 24 15.9% 職長 24 24 15.9%
職
長

合計 151 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

127 84.1%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

交通企業職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 3 4.5% 職員 3

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 20 29.9% 職員 20

３級 主任の職務 15 22.4% 主任 15 15 22.4% 主任

４級
１　係長、副所長又は担当係長の職務
２　係に相当する事業所の長の職務

12 17.9% 係長・担当係長 12 12 17.9% 係長級

５級 課長補佐の職務 6 9.0% 課長補佐 6 6 9.0% 課長補佐

６級
１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する事業所の長の職務

8 11.9% 課長・担当課長 8 8 11.9% 課長級

７級 部長、又は担当部長の職務 3 4.5% 部長・担当部長 3 3 4.5% 部長級

８級 担当理事の職務 0 0.0% 担当理事 0 0 0.0% 局長級

合計 67 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

23 34.3% 職員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

交通企業職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 4 7.1% 職員 4

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 11 19.6% 職員 11

３級 主任の職務 29 51.8% 主任 29 29 51.8% 主任

４級
１　係長、副所長又は担当係長の職務
２　係に相当する事業所の長の職務

5 8.9% 係長・担当係長 5 5 8.9% 係長級

課長補佐 4

計 4

６級
１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する事業所の長の職務

3 5.4% 課長・担当課長・所長 3 3 5.4% 課長級

合計 56 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

課長補佐7.1%５級 課長補佐の職務 4 7.1% 4

15 26.8%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

交通企業職給料表（３）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 技能職又は業務職の職務 11 3.3% 職員 11

２級
相当の技能及び経験を必要とする技能職又
は業務職の職務

92 27.5% 職員 92

３級
高度の技能及び経験を必要とする技能職又
は業務職の職務

207 61.8% 職員 207

４級 職長の職務 25 7.5% 職長 25 25 7.5%
職
長

合計 335 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

310 92.5%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

病院企業職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 6 5.6% 職員 6

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 34 31.8% 職員 34

３級 主任の職務 15 14.0% 主任 15 15 14.0% 主任

４級 係長又は担当係長の職務 21 19.6% 係長・担当係長 21 21 19.6% 係長級

５級 課長補佐の職務 12 11.2% 課長補佐 12 12 11.2% 課長補佐

６級
１　課長又は担当課長の職務
２　食養科長の職務

13 12.1% 課長・担当課長 13 13 12.1% 課長級

部長 1

室長 1

事務局長・副所長 3

計 5

８級 局長又は担当理事の職務 1 0.9% 局長 1 1 0.9% 局長級

合計 107 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

部
長
級

７級

１　部長又は担当部長の職務
２　部に相当する室の長の職務
３　副所長の職務（患者総合サポートセンター
に限る。）
４　事務局の長の職務

5 4.7% 5 4.7%

40 37.4%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

病院企業職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
単純労務に従事する職（以下「業務職」とい
う。）の職務

0 - 職員 0

２級 相当の経験を必要とする業務職の職務 0 - 職員 0

３級 高度の経験を必要とする業務職の職務 0 - 職員 0

４級 職長の職務 0 - 職長 0 0 -
職
長

合計 0 -

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

0 -
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

病院企業職給料表（３）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 医師又は歯科医師の職務 0 0.0% 職員 0 0 0.0%
職
員

２級 副医長の職務 56 28.9% 副医長 56 56 28.9%
係
長
級

３級

１　医長の職務
２　副所長の職務（救命救急センター及び高
度脳神経治療センターを除く。）
３　副室長の職務

41 21.1% 医長 41 41 21.1%
課
長
級

部長・担当部長 78

室長 1

所長・副所長 4

計 83

病院長 2 局長級

副院長 4

部長 5

室長・所長 3

計 14

合計 194 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

部
長
級

４級

１　副院長、部長又は担当部長の職務
２　部に相当する室又はセンターの長の職務
３　副所長の職務（救命救急センター及び高
度脳神経治療センターに限る。）
４　困難な業務を行う医長、副所長（３級の副
所長に限る。）又は副室長の職務

83 42.8% 83 42.8%

５級

１　病院長又は担当理事の職務
２　困難な業務を行う副院長、部長若しくは担
当部長、部に相当する室若しくはセンターの
長又は副所長（４級第３号の副所長に限る。）
の職務

14 7.2% 14 7.2%

部
長
級

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和4年4月1日現在）

病院企業職給料表（４）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
薬剤師、栄養士、助産師、看護師、准看護師
その他の医療技術職員（以下「医療技術職
員」という。）の職務

305 25.2% 職員 305

２級
高度の技術又は経験を有する医療技術職員
の職務

508 41.9% 職員 508

３級 主任の職務 277 22.9% 主任 277 277 22.9% 主任

担当係長 58

看護師長 22

計 80

５級 課長補佐の職務 15 1.2% 課長補佐 15 15 1.2% 課長補佐

課長・担当課長 14

副薬剤部長 2

副看護部長 5

食養科長 2

計 23

副院長 2

部長 1

計 3

合計 1,211 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

部
長
級

７級 副院長、部長又は担当部長の職務 3 0.2% 3 0.2%

1.9%
課
長
級

４級
１　担当係長の職務
２　看護師長の職務

80 6.6% 80 6.6%

６級

１　課長又は担当課長の職務
２　副薬剤部長の職務
３　副看護部長の職務
４　食養科長の職務

23 1.9% 23

係
長
級

813 67.1%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階


